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群馬県立農林大学校の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５８年群馬県規則第１４号）第９条第５項の規

定により、令和６年度群馬県立農林大学校入校試験について次のとおり公告する。 

令和５年９月１５日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 農林部学生募集（農業経営学科社会人コースを除く。） 

(1) 募集人員 ９２人（農業経営学科野菜コース２０人、農業経営学科花き・果樹コース１２人、農業経営学科

酪農肉牛コース１５人、農林業ビジネス学科農と食のビジネスコース２５人、農林業ビジネス学科森林コース

２０人）。 

なお、コースごとに推薦入校試験によるものを８０％程度、一般入校試験によるものを２０％程度とする。 

(2) 修業年限 ２年（１年生は全寮制、２年生は原則として通学制） 

(3) 入校資格 

ア 推薦入校試験 

県内の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を令和６年３月までに卒業する見込みの者又は県内の居

住者で県外の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を同月までに卒業する見込みの者であって、一般推

薦にあっては農林業に対する熱意を有し、成績が評定平均値３．０以上の者又は日本農業技術検定３級以上

の合格者で、学校長が推薦する者とし、後継者推薦にあっては本校を卒業後、直ちに県内において農林業後

継者として農林業に従事することが確実であり、成績が評定平均値２．８以上の者で、学校長が推薦する者

とする。 

イ 一般入校試験（前期・後期） 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条に規定する大学の入学資格（以下「大学入学資格」とい

う。）を有する者又は令和６年３月までに大学入学資格を取得する見込みの者 

(4) 試験科目 

ア 推薦入校試験 

(ｱ) 小論文 

(ｲ) 面接試験 

イ 一般入校試験（前期・後期） 

(ｱ) 学科試験 国語及び数学Ⅰ（国語は「国語総合（古典（古文・漢文）を除く。）」を出題範囲とす  

る。） 

(ｲ) 小論文 

     (ｳ) 面接試験 

２ 農林部農業経営学科社会人コース学生募集 

  (1) 募集人員  ８人（野菜専攻３人、有機農業専攻５人） 

  (2) 修業年限 １年（通学制） 

  (3) 入校資格  次のいずれにも該当する者 

  ア 大学入学資格を有する者 

  イ １年以上の就業経験を有する者 

    ウ 県内に住所を有する者又は県内に就農を希望する者 

  (4) 試験科目 

■ 公  告 
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   ア 小論文 

    イ 面接試験 

３ 願書・試験日程等 

  (1) 願書等提出方法及び提出先 願書等は、群馬県立農林大学校（〒３７０－３１０５ 高崎市箕郷町西明屋１

００５）へ持参又は郵送で提出すること。 

  (2) 願書受付期間 

    ア 推薦入校試験（農業経営学科社会人コースを除く。） 令和５年１０月２日（月）から同月１３日（金）

まで。持参の場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」とい 

う。）第１条第１項に規定する休日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に提出すること。

郵送の場合は、願書受付期間の最終日までに必着とする。 

   イ 一般入校試験（前期） 令和５年１１月１５日（水）から同月２４日（金）まで。持参の場合は、休日条

例第１条第１項に規定する休日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に提出すること。郵

送の場合は、願書受付期間の最終日までに必着とする。 

   ウ 一般入校試験（後期） 令和６年１月９日（火）から同月２６日（金）まで。持参の場合は、休日条例第

１条第１項に規定する休日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出すること。郵送の場合

は、願書受付期間の最終日までに必着とする。 

    なお、一般入校試験（前期）で募集人員に達したコースについては、一般入校試験（後期）を実施しない。

各コースの一般入校試験（後期）の実施の有無については、令和５年１２月２０日（水）以後に群馬県立農

林大学校教務係へ電話で問い合わせること。 

  (3) 試験会場  高崎市箕郷町西明屋１００５  群馬県立農林大学校 

  (4) 試験期日 

    ア 推薦入校試験     令和５年１０月２７日（金） 

   イ 一般入校試験（前期） 令和５年１２月 ２日（土） 

   ウ 一般入校試験（後期） 令和６年 ２月 ２日（金） 

  (5) 合格発表   

   ア 推薦入校試験     令和５年１１月１４日（火） 

  イ 一般入校試験（前期） 令和５年１２月２０日（水） 

  ウ 一般入校試験（後期） 令和６年 ２月１６日（金） 

    いずれも午前９時から午後５時までの間、上記(3)の場所に掲示する。また、群馬県立農林大学校ホームペ 

ージ（https://www.pref.gunma.jp/site/nourindai/）にも上記合格発表日時から当分の間、掲載する。 

４  受験料  ２，２００円（群馬県証紙又は払込書による。払込書による納付を希望する者は、各入校試験の願書

受付期間最終日の１４日前までに、群馬県立農林大学校教務係へ連絡すること。） 

５  問合せ先  群馬県立農林大学校教務係（高崎市箕郷町西明屋１００５ 電話０２７-３７１-３２４４）、各農

業事務所（普及指導課、地区農業指導センター及び家畜保健衛生課）並びに各環境森林事務所及び各森林事務所 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年９月１５日 
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                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

群馬用水 理 事 再 任 山本龍 前橋市大手町二丁目９－１４－８０１号 

 同   同  小林一雄  同 金丸町４９番地 

 同   同  蜂巣孝雄  同 池端町３３番地 

 同   同  中嶋三樹  同 茂木町２５３番地５ 

 同   同  大﨑美一  同 柏倉町１３２０番地 

 同   同  後閑千代壽  同 粕川町膳５３５番地１ 

 同   同  星野好孝  同 富士見町原之郷２０４４番地 

 同   同  鈴木俊司  同 富士見町時沢１１０９番地２ 

 同   同  富岡賢治 高崎市田町７５番地１ 

 同   同  小髙定夫  同 箕郷町白川１７８８番地 

 同   同  寺口優  同 金古町２７８２番地２ 

 同   同  島方操  同 十文字町３３６番地 

 同   同  今泉重造 桐生市新里町大久保７１７番地 

 同   同  佐藤幸雄  同 新里町山上９７５番地 

 同   同  髙木勉 渋川市横堀１０４５番地２ 

 同   同  石関桂一  同 白井８５２番地１ 

 同   同  田中猛夫  同 北橘町八崎１２４６番地１ 

 同   同  楯一雄  同 北橘町上南室６７６番地１８ 

 同   同  柴﨑德一郎 北群馬郡吉岡町大字漆原４２６番地 

 同   同  大林裕子   同   同 大字小倉甲９１番地 

 同  新 任 富岡昇司 前橋市東金丸町４０番地 

 同   同  上野実  同 苗ヶ島町６８０番地１ 

 同   同  齊藤尚展  同 粕川町稲里２７６番地１ 

 同   同  清水匡 高崎市宮沢町１１６０番地２ 

 同   同  登坂勇 渋川市有馬１１２５番地 

 同  同 関口増次  同 中郷１８５１番地 

 同  同 角田俊壽  同 赤城町津久田２６６番地１３ 

 同  同 小山久利 北群馬郡榛東村大字新井１２６５番地 

 同  同 石坂郁夫   同   同 大字広馬場２７番地１ 
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 同 退 任 戸谷利夫 前橋市堀越町９５２番地１ 

 同  同 松村一雄  同 粕川町女渕３８９番地１ 

 同  同 後閑太一 高崎市十文字町１５０番地１ 

 同  同 宮下宏 渋川市有馬１２０５番地 

 同  同 小澤好男  同 吹屋８５２番地１ 

 同  同 狩野保明  同 赤城町敷島５５番地９ 

 同  同 真塩卓 北群馬郡榛東村大字新井２７３５番地１ 

 同  同 小野関守   同   同 大字広馬場２４７７番地 

監 事 再 任 伊藤静雄 前橋市上大屋町２９４番地 

 同  同 北爪康行  同 鼻毛石町６７番地２ 

 同  同 樺澤元治  同 富士見町引田５１６番地６ 

 同  同 松本辰夫 高崎市金古町２４０番地 

 同 新 任 青木和夫 北群馬郡吉岡町大字漆原甲１１１０番地 

 同 退 任 栗田俊彦   同   同   同  ３１番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和５年９月１５日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

上細井中西部 理 事 退 任 下田賢 前橋市富士見町時沢５０１番地１ 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年９月１５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ みどり市笠懸町久宮６０－１、６１－１、６１－
２、６２－１、６２－２ 

太田市西長岡町７８番地３ 
株式会社ＩＴＳ 代表取締役 石田晃一 

２ 邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛２６５８－３、２６５ 千葉県市川市平田３丁目６番１８－１０７号
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９－２ （ヴェルドミール本八幡） 
永見敦郎、永見由莉 

３ 佐波郡玉村町大字飯倉１３３－１、１３４－１ 東京都千代田区二番町８番地８ 
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取
締役 永松文彦 

４ 吾妻郡嬬恋村大字鎌原字藤原１０５３－２８４２、
１０５３－２８４３、１０５３－１２４３８、１０
５３－１３３０５、１０５３－１３４６９の一部、
１０５３－１３４７３の一部 

東京都台東区上野３丁目２４番６号上野フロン
ティアタワー１５階・２２階 
株式会社Ｌｏｏｏｐ 代表取締役 森田卓巳 

５ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字水立１２３９－２、１２４
０－３、１２４１－１、１２４１－２ 

邑楽郡大泉町大字古氷７１１番地の１ペアグラ
ンドＣ棟２０２号 
中村和磨、中村早恵子 

６ 邑楽郡明和町斗合田１４０－１、１４０－２、１４
１－２、１４２－１、１４２－２、１４６－２、１
４７－２、１４８－１、１４８－２、１４９－２、
１５０－２、２００、２０１－１、２０１－２、２
０２－１、２０２－２、２０３－１、２０３－２、
２０４－１、２０４－２、２０６－２、２１１－
１、２１１－２、２１２－１、２１３－１、２１４
－１、２１５－１、２１６－１、２１７－１、２１
７－２、２１８－１、２１８－２、２１８－３、２
２５－１、２２５－２、２３１－１、２３７－２、
２３８－２、２３９－１、２３９－２、２４１－
２、２４５－２、２４６－１、２４６－２、２５０
－１、２５０－２、２５１－２、２５２－２、２５
３－２、２５４、２６０、下江黒５６０－１、５６
０－２、５６１－１、５６１－２、５６２、５６４
－２、５６９、５７３、５８０、５８７、５９５、
５９７－２、６０３－２、６０４、６１０、６１
８、６２６－１、６２６－２、６２７－２、６２８
－２、６２９－２、６３０－２、６３１－２、６３
６－２、６３７－２、６３８－２、６８７－２、６
８８－２、６８９－２、６９０－２、６９１－２、
６９２－２、６９３－２、６９４－２、斗合田１４
０－１地先水路、１４６－２地先道路、１４８－１
地先水路の一部、１４８－２地先道路、２０４－１
地先道路の一部、２１１－２地先道路、２１７－２
地先水路、２１８－１地先水路、２２５－２地先道
路、２２５－１地先水路、２３９－１地先水路、２
３９－１地先道路、２４６－１地先水路、２４６－
１地先道路、２５４地先水路、２５４地先道路、２
６０地先水路、下江黒５６２地先水路の一部、５６
２地先道路の一部、５７３地先道路の一部、５７３
地先水路の一部、５８７地先水路の一部、５８７地
先道路の一部、５９５地先道路の一部、６０４地先
水路の一部、６１８地先水路の一部、６３８－２地
先水路の一部 

前橋市大手町一丁目１番１号 
群馬県企業管理者 中島啓介 
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 群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年９月１５日 

                              群馬県公安委員会委員長 五十嵐 清 隆   

群馬県公安委員会規則第８号 

   群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４６条の４の次に次の１条を加える。 

（免許の取消しの申請） 

第４６条の５ 法第１０４条の４第１項の規定により免許の取消しの申請をしようとする者は、別記様式第３３の

申請書を、当該者の住所地を管轄する警察署長又は運転免許課長を経由して、公安委員会に提出しなければなら

ない。 

 第４７条の２中「届出書」を「変更届」に改める。 

 別記様式第３３及び別記様式第３３の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公安委員会規則 
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   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の群馬県道路交通法施行細則の規定による申請書及び届出書は、

改正後の同規則の相当規定により提出されたものとみなす。 

 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。 

  令和５年９月１５日 

群馬県立小児医療センター院長 浜 島 昭 人   

１ 調達内容 

 (1) 調達物品及び数量 汎用超音波画像診断装置 一式（メーカー保証期間を除く３年間の保守を含む。) 

 (2) 調達物品の特質等 入札説明書による。 

 (3) 納入期限 令和６年３月３１日（日） 

 (4) 納入場所 群馬県立小児医療センター 

 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和４・５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。 

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定によ 

り、令和５年９月２９日（金）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年１０

月１３日（金）午後５時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立小児医療センター事務局経営課へその旨

連絡すること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 

 (4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第

５号。以下「規程」という。）第１３９条第１項又は第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であ

ること。 

 (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 (7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支 

■ 入札公告 
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店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団 

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

 (8) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。 

  (9) 当該調達物品について、納入実績があること。 

 (10)日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７７－８５７７ 群馬

県渋川市北橘町下箱田７７９番地 群馬県立小児医療センター事務局経営課 関口愛 電話０２７９－５２－

３５５１ 

 (2) 入札説明書の交付方法 令和５年９月１５日（金）から同月２５日（月）までの日（群馬県の休日を定める

条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）の

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。 

 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下  

「申請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

   なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和５年１０月２０日（金）までに入札参加資格確認通知書で通知する。 

  ア 申請書等の提出期限 令和５年１０月１２日（木）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第

１項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 

    なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「汎用超音波画像診断装置入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 

  ウ 提出部数 １部 

 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和５年１０月３０日（月）午前１０時３０分 群馬県立小児医療センター

２階研修会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月２７日（金）午後５時までに上記(1)の場所に群馬

県立小児医療センター院長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「汎用超音波画像診断装置入札

書在中」と朱書きすること。） 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 

 (3) 入札の無効  本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規程第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否 要 

 (5) 落札者の決定方法  規程第１１６条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

   なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 
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 (6) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

 (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: HAMAJIMA Akito, Director of the   

  Gunma Children's Medical Center 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: General-purpose ultrasound imaging system, 

1 set (includes a 3-year maintenance warranty in addition to manufacturer's guarantee) 

 (3) Delivery period: by March 31, 2024 

 (4) Delivery place: Gunma Children's Medical Center 

 (5) Dates of issue for tender documents: Bidding explanation handbooks may be obtained from Friday, 

September 15, 2023 through Monday, September 25, 2023, from 9:00 a.m. to 12:00 a.m. and from 1:00  

p.m. to 5:00 p.m., at the location noted below (8) 

  (6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding biddin g   

  qualifications: Thursday, October 12, 2023 at 5:00 p.m. 

 (7) Bidding deadline: Monday, October 30, 2023 at 10:30 a.m. (bidding by registered mail must be   

received by Friday, October 27, 2023 at 5:00 p.m.) 

 (8) For further details, please contact: SEKIGUCHI Ai, Management Office of the Gunma Children's   

  Medical Center, 779 Shimohakoda, Hokkitsu-machi, Shibukawa-shi, Gunma-ken, 377-8577, Japan,  

TEL 0279-52-3551(Japanese language only) 
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